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個人情報保護法

個人情報保護法施行令

個人情報の保護に関する基本方針
（閣議決定）

各省庁によるガイドライン

（ 経済産業分野ガイドライン）

業界自主ガイドライン

各事業者指針

個人情報保護に関する各種ルールの位置づけ

ガイドライン・・・典型的

な事例

Ｑ＆Ａ・・・具体的な事例

・Ｐマーク制度等認証制度の推進

・取組実践事例・・・実際の取組紹介

認定個人情報保護団体

制度の推進

共通のルール

（一般）

分野の特性に応じたルール

（各分野）

業界特性に応じた
自主規制ルール

各事業者の
自主規制ルール
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１９８０年（昭和５５年）

ＯＥＣＤ８原則

１９９５年（平成７年）

ＥＵ個人情報
保護指令

個人情報保護法制定の経緯

(1) 行政機関個人情報保護法制定【1988年（昭和63年）】

(2)  民間部門の自主的取り組み
→ 通産省ガイドラインの策定（1989年（平成元年）告示、1997年（平成９年）改訂）

→ プライバシーマーク制度の導入（1998年（平成１０年））－－－（財）日本情報処理開発協会

→ 日本工業規格（JISQ15001）の制定（1999年（平成１１年））

(3) 住民基本台帳法の一部改正【1999年（平成11年）】
→ 住民基本台帳ネットワークシステム導入。

(4) 高度情報通信社会推進本部（後のIT戦略本部）における検討、法案化
個人情報保護検討部会「我が国における個人情報保護システムの在り方について(中間報
告）」を公表（1999年（平成１１年１１月））

(5) 個人情報保護法案の提出【2001年（平成13年）3月】

(6) 個人情報保護法の成立【2003年（平成15年）5月】
→ 上記法案を修正し、第１５６常会に再提出（2003年（平成１５年３月））、成立（公布、一部施行）

(7) 個人情報保護法の全面施行【2005年（平成17年）4月】
→ 事業者の義務規定を含め、全面施行。

→ 公的分野の規律を先行。民間分野を対象とする法制化は将来的検討課題となる。

個人情報保護法制化専門委員会「個人情報保護基本法制に関する大綱」を取りまとめ（2000
年（平成１２年１０月））。内閣官房個人情報保護担当室を中心として法案化。

改正時に与党３党合意。小渕元首相国会答弁（「民間部門も含めて個人情報の保護を図る」）

→ 第１５１常会に提出されるが、継続審査扱いとなる。

→ 第１５５臨時会において廃案（2002年（平成１４年）１２月）。

※ 第三国移転制限条項あり

●目的明確化の原則

●利用制限の原則

●収集制限の原則

●データ内容の原則

●安全保護の原則

●公開の原則

●個人参加の原則

●責任の原則

→

→
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個人情報の有用性に配慮個人の権利利益を保護

★ 利用目的を対外的に明らか
にすることにより不適切な利用
を排除する。

● 利用目的の通知又は公表

● セキュリティの確保

● 第三者提供の制限

● 本人関与・苦情処理

● 利用目的自体に制限無し

● 取得時は本人の同意不要

保護 利用

★ 目的外利用を制限するとともに、

十分なセキュリティの確保を義務

付けることにより、消費者の不安

を払拭する。

保護と利用のバランス

個人情報保護法の考え方
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個人情報保護法施行後の状況

個人情報の取扱いに対する不安

・個人情報保護に対する意識の高まり

・漏えい“公表”事案の増加

・身に覚えのないところからの連絡

個人情報保護に真摯に取り組むことにより、負担を感じている事業者が存在する一方、法律への
対応が不十分な事業者も存在（「個人情報保護に関する主な検討課題」（国民生活審議会））

個人情報保護に真摯に取り組むことにより、負担を感じている事業者が存在する一方、法律への
対応が不十分な事業者も存在（「個人情報保護に関する主な検討課題」（国民生活審議会））

・あらゆる“個人情報” “個人データ”
を管理する負担の増大

過剰反応
（利用控え）

国民の個人情報の取扱いに対する不安は、法施行後、むしろ増大する傾向国民の個人情報の取扱いに対する不安は、法施行後、むしろ増大する傾向

事業者

国民

適正な負担？

真摯に取り組む事業者

・中小企業等の取組の遅れ

対応が不十分な事業者

個人情報取扱事業者
以外の取組は？
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事業者からの個人情報漏えい事案の報告状況①
－経済産業省への個人情報漏えい等事案の報告件数の推移（Ｈ１７．４～Ｈ２１．３）－

◆ 経済産業省への報告件数：H17FY：1169件、H18FY：785件、H19FY： 1722件、H20FY：2589件

◆ 詳細な内訳は、次のページ以降。

（単位：件）
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6※１ 漏えい原因の件数が多い順に並べたもの。

事業者からの個人情報漏えい事案の報告状況②
－漏えい事案の原因別一覧－

・ 郵送ミスなど、漏えい人数が少ない事案の漏えい報告が大幅に増加し、全体的にも増加傾向。

・大規模な漏えいにおいては、①中国からの不正アクセス攻撃による情報の盗用、②ファイル共
有ソフト・ウイルスによる情報の暴露が深刻な影響。

・ 郵送ミスなど、漏えい人数が少ない事案の漏えい報告が大幅に増加し、全体的にも増加傾向。

・大規模な漏えいにおいては、①中国からの不正アクセス攻撃による情報の盗用、②ファイル共
有ソフト・ウイルスによる情報の暴露が深刻な影響。

漏えい事案の原因別一覧

１８年度 １９年度 ２０年度 割合 500人以下 割合 ～50000人 割合 50001人～ 割合

送付ミス・郵送等 121 428 1427 55.1% 1421 57.1% 6 6.3% 0.0%
紛失・書類 282 568 553 21.4% 544 21.9% 9 9.4% 0.0%
送付ミス・ＦＡＸ 48 135 137 5.3% 135 5.4% 2 2.1% 0.0%
送付ミス・メール 56 110 122 4.7% 109 4.4% 13 13.5% 0.0%
盗難・書類 63 103 55 2.1% 55 2.2% 0 0.0% 0.0%
紛失・携帯 29 71 55 2.1% 55 2.2% 0 0.0% 0.0%
盗難・ＰＣ 28 55 39 1.5% 23 0.9% 16 16.7% 0.0%
不正アクセス・ウイルス感染 43 60 29 1.1% 10 0.4% 16 16.7% 3 50.0%
紛失・ＰＣ 12 32 27 1.0% 20 0.8% 7 7.3% 0.0%
紛失・メモリー 12 22 18 0.7% 8 0.3% 8 8.3% 2 33.3%
故意（従業者） 26 14 17 0.7% 12 0.5% 4 4.2% 1 16.7%
盗難・携帯 9 16 13 0.5% 13 0.5% 0 0.0% 0.0%
盗難・その他電子機器 4 5 10 0.4% 10 0.4% 0 0.0% 0.0%
紛失・その他電子機器 3 6 9 0.3% 6 0.2% 2 2.1% 0.0%
盗難・メモリー 4 4 4 0.2% 1 0.0% 4 4.2% 0.0%
不正廃棄 0 1 2 0.1% 2 0.1% 0 0.0% 0.0%
紛失・その他 1 2 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0.0%
盗難・その他 0 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0%
その他 44 89 71 2.7% 62 2.5% 9 9.4% 0.0%

合計 785 1722 2589 100.0% 2487 100.0% 96 100.0% 6 100.0%

原因
件数 計 漏えいした人数
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・１９年度と２０年度を比較すると、漏えいした人数が１人の件数・割合とも大幅に増加。

・主たる理由としては、金融庁の漏えい報告基準の明確化により、クレジット会社による報告が増
加したことが考えられる。

・１９年度と２０年度を比較すると、漏えいした人数が１人の件数・割合とも大幅に増加。

・主たる理由としては、金融庁の漏えい報告基準の明確化により、クレジット会社による報告が増
加したことが考えられる。

事業者からの個人情報漏えい事案の報告状況③
－漏えい人数別一覧－

個人情報漏えい事案の報告状況 （漏えいした人数別）

漏えいした人数 １９年度 ２０年度
件数 割合 件数 割合

１人 786 45.6% 1768 68%
２人～１０人 328 19.0% 326 13%
１１人～５０人 212 12.3% 184 7%
５１人～１００人 95 5.5% 75 3%
１０１人～５００人 173 10.0% 135 5%
５０１人～５０００人 84 4.9% 62 2%
５００１人～５００００人 38 2.2% 33 1%
５０００１人～ 6 0.3% 6 0%

計 1722 100.0% 2589 100%

68%

13%

7%

3%
5%

2% 1%
0%

１人

２人～１０人

１１人～５０人

５１人～１００人

１０１人～５００人
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1380
53%

363
14%

353
14%

187
7%

156
6%

107
4%

5
0%

38
2%

金融保険業 電気・ガス・熱供給・水道業

卸売・小売業 サービス業

情報通信業 製造業

教育・学習支援業 その他
8

事業者からの個人情報漏えい事案の報告状況④
－「日本標準産業分類」上の業種別一覧－

・金融庁の漏えい報告基準の明確化により、クレジット会社による報告が大幅に増加。・金融庁の漏えい報告基準の明確化により、クレジット会社による報告が大幅に増加。

中分類別の報告件数大分類別の報告件数

件数 割合 件数 割合
貸金業、投資業等非預金信用機関（例：クレジット会社 302 18% 1329 51%
電気業（例：電力会社） 365 21% 337 13%
情報サービス業（例：ソフトウェア会社） 157 9% 150 6%
自動車・自転車小売業 148 9% 141 5%
その他小売業（例：各種小売業） 47 3% 107 4%
各種商品小売業（例：百貨店） 145 8% 67 3%
電気機械器具製造業（例：電機メーカー） 82 5% 52 2%
銀行業（例：銀行） 40 2% 33 1%
ガス業（例：ガス会社） 36 2% 26 1%
物品賃貸業（例：リース会社） 37 2% 24 1%
機械器具卸売業（例：電機の卸売会社） 6 0% 16 1%
その他の教育、学習支援業（例：学習塾） 15 1% 5 0%
その他 342 20% 302 12%
計 1722 100% 2589 100%

中分類
１９年度 ２０年度
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止まない個人情報の大量流出止まない個人情報の大量流出

人為的ミス、人為的ミス、WinnyWinnyのみならず、不正アクセスによる流出経路の複雑化のみならず、不正アクセスによる流出経路の複雑化

個人情報の流出の例 （新聞報道等から）

２００８． ８ アウトドア用品通販会社 海外経由の不正アクセスにより、顧客情報が流出（約６５万件。

８万６千件はカード情報含む）。

２００８． ８ 生活協同組合 委託会社社員のＰＣのWinnyを介して組合員情報を含む個人情報
が流出（約９千５百件）

２００８． ９ ペット用品製造販売会社 中国経由の不正アクセスにより、クレジットカード情報を含む顧客
情報が流出（約１万８千件）。

カード情報不正利用の２次被害も発生（約３０件）

２００８．１０ 生命保険会社 社員のＰＣのWinnyを介して入社希望者の面接評価を含む個人情
報が流出（約９千件）

２００８．１１ 医療機関 内部の不正持ち出しにより、患者情報が流出（約１万８千件）

２００８．１１ 地方公共団体 委託（孫請け）会社社員のＰＣのWinnyを介して、口座情報等を含
む県立高校生の個人情報が流出（約１１万件）

２００９． ４ 証券会社 元社員の不正持ち出しにより、顧客情報が流出（約４万９千件）

２００９． ７ 生命保険会社 業務委託会社社員の不正持ち出しにより、クレジットカード番号を
含む顧客情報が流出（約１万８千件）

２００９． ８ 音楽事務所 中国経由の不正アクセスにより、委託会社から顧客情報が流出
（約１４万９千件。約３万５千件はカード情報含む）。

２００９． ９ インターネット通信販売 海外経由の不正アクセスにより、クレジットカード情報等の顧客情
報が流出（クレジットカード情報は約５万２千件）。



METI 経済産業省

10

参考：個人情報漏えい対策のご紹介

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）ＨＰでは、Ｗｉｎｎｙ等による個人情報の漏えいを

防止するためのチェック項目を提供中（ http://www.ipa.go.jp/security/kojinjoho/index.html ）。
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個人情報保護法制定後の見直し動向①

法律・政府全体の動き 経済産業省等の動き

２００４年１０月 経済産業分野ガイドライン策定

２００５年 ４月 個人情報保護法全面施行

１１月 内閣府国民生活審議会個人情報保護部会での
見直し検討

２００６年 ２月 いわゆる「過剰反応」に関する関係省庁申合せ 「個人情報保護法に基づく個人データの安全管理措置の
徹底に係る注意喚起」

・ＳＱＬインジェクション、Ｐ２Ｐ、パソコン紛失・盗難等対策

５月 ＪＩＳＱ１５００１改正 → 個人情報保護法施行対応

７月 「個人情報保護に関する検討課題」取りまとめ

１２月 民間事業者の優良取組実践事例を公表

２００７年 ３月 経済産業分野ガイドライン改正①

６月 「個人情報保護に関する取りまとめ」
→ 「基本方針」見直しへ

２００８年 ２月 経済産業分野ガイドライン改正②

４月 「個人情報の保護に関する基本方針」一部変更

５月 「個人情報保護法」施行令の改正

７月 内閣府による標準ガイドライン作成 医療情報受託事業者向けガイドラインの策定

１１月 パーソナル情報研究会報告書

２００９年１０月 経済産業分野ガイドライン改正③
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個人情報保護法制定後の見直し動向②
平成１９年３月３０日付け経済産業分野ガイドライン改正概要

◎ 本人の同意なくして個人データを第三者に提供できる事例を追加
１ 法令に基づく場合

① 弁護士法第２３条の２（弁護士会からの照会）に基づく個人情報の提供

② 消費生活用製品安全法第３８条３項（危害防止命令に基づく措置への協力）に基づく製品の購入者等の情報提供

２ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

① 製品事故が生じたため、又は生じていないが人の生命・身体に危害を及ぼす急迫した危険が存在するためにリコール

を行う場合になされる、製品の購入者等の情報提供

１ 「過剰反応」に対する見直し

◎ 個人の権利利益の侵害のおそれが少ない個人情報の取扱い事例を明示
１ 安全管理措置の義務違反等とはならない事例の明示

① 内容物に個人情報が含まれない荷物の宛名に記載された個人データの取扱い

② 書店で誰もが容易に入手できる市販名簿に関する事例

２ 「事故又は違反への対処」を実践するために講ずることが望まれる手法の例示

① 本人への連絡

省略できるものと考えられる事例を明示 （例）紛失データを第三者に見られることなく回収できた場合

② 主務大臣への報告

認定個人情報保護団体の対象事業者につき、自己が所属する認定個人情報保護団体への報告で代替可能とする。

③ 事実関係、再発防止策等の公表

省略できる者と考えられる事例を明示 （例）本人すべてに連絡が付いた場合

２ 個人情報取扱事業者の過剰な負担の適正化

◎ なりすまし購入等、二次被害発生の危険性にかんがみ、望ましい安全管理措置の事例を明示
① クレジットカード情報等の保存期限の設定、保存期限後の速やかな破棄

② クレジット売上伝票に記載されるクレジット番号の一部非表示化 など

３ クレジットカード情報を含む個人情報の取扱いの見直し
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委託する業務内容に対して必要のない個人データを提供しないようにする

１．委託先に必要のない個人データの提供は禁止

委託先に対して必要かつ適切な監督を行うための措置として、以下の３つを明記。

①委託先を適切に選定すること

委託先を適切に選定するためには、委託先において実施される個人データの安全管理措置が、委託する

当該業務内容に応じて、少なくとも法第２０条で求められる安全管理措置と同等であることを、合理的に確認

することが望ましい。また、委託先の評価は適宜実施することが望ましい。

②委託先との間で必要な契約を締結すること

委託契約には、当該個人データの取扱いに関する、必要かつ適切な安全管理措置として、委託元、委託先

双方が同意した内容とともに、委託先における委託された個人データの取扱状況を合理的に把握することを

盛り込むことが望ましい。

③委託先における委託された個人データの取扱状況を把握すること

委託先における委託された個人データの取扱状況を把握するためには、委託契約で盛り込んだ内容の実施

の程度を相互に確認することが望ましい。

なお、漏えいした場合に二次被害が発生する可能性が高い個人データ（例えば、クレジットカード

情報（カード番号、有効期限等）を含む個人データ等）の取扱いを委託する場合は、より高い水準に

おいて「必要かつ適切な監督」を行うことが望ましい。

２．委託先に対する「必要かつ適切な監督」の内容を明確化

個人情報保護法制定後の見直し動向③
平成２０年２月２９日付け経済産業分野ガイドライン改正概要
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個人情報保護法制定後の見直し動向④
平成２１年１０月９日付け経済産業分野ガイドライン改正概要 その１

◎ 消費者等の権利利益の一層の保護に関する記述を追加
１ 保有個人データの自主的な利用停止等

２ 委託処理の透明化

３ 利用目的の明確化

４ 個人情報の取得元又は取得方法の具体化

１ 「個人情報の保護に関する基本方針」の一部変更への対応

￥

◎ 施行令第２条（個人情報取扱事業者から除外される者）の改正に伴い、記述を修正
施行令第２条（個人情報取扱事業者から除外される者）に規定する「特定の個人の数」に算入しないものとして、「不特定か

つ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はで

きたもの」が追加されたことに伴い、その具体例として、「自治体職員禄、弁護士会名簿等」を記述するなど、記述を修正

２ 「個人情報の保護に関する法律施行令」の一部改正への対応

◎ 利用目的による制限等の適用除外の事例を追加
１ 利用目的による制限の適用除外（法令に基づく場合等）

① 犯罪による収益の移転防止に関する法律第９条第１項に基づく特定事業者による疑わしい取引の届出

② 児童虐待の防止等に関する法律第６条第１項に基づく児童虐待に係る通告

③ 統計法第１３条による国勢調査などの基幹統計調査に対する報告 等

２ 利用目的の通知又は公表等の適用用除外（当該個人情報取扱事業者の権利等を害するおそれ）

① 暴力団等の反社会的勢力情報、疑わしい取引の届出の対象情報、業務妨害行為を行う悪質者情報を取得したことが

明らかになることにより、情報提供を受けた企業に害が及ぶ場合

３ 保有個人データの開示の適用除外（他の法令に違反することとなる場合）

① 刑法第１３４条（秘密漏示罪）や電気通信事業法第４条（通信の秘密の保護）に違反することとなる場合

３ 「個人情報の保護に関するガイドラインの共通化について」への対応
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個人情報保護法制定後の見直し動向④
平成２１年１０月９日付け経済産業分野ガイドライン改正概要 その２

◎ 個人情報の利用を進めるために必要と考えられる課題に対応し、記述を修正
１ 性質に応じた個人情報等の取扱い

漏えい等をした場合の主務大臣等への報告について、ファクシミリやメールの誤送信の場合には、月に一回ごとにまとめて

実施することができるよう、記述を修正

２ 「事業承継」に係るルールの明確化

事業承継のための契約を締結するより前の交渉段階で、事業承継の相手会社から自社の調査（デューデリジェンス）を受
け、

自社の個人データを相手会社へ提供する場合は、当該データの利用目的及び取扱方法、漏えい等が発生した場合の措置、

事業承継が不調となった場合の措置等、相手会社に安全管理措置を遵守させるため必要な契約をすることにより、本人の同

等がなくとも個人データを提供することができるよう、記述を修正

３ 「共同利用」制度の利用普及に係る具体策

共同利用の事例として、企業ポイント等を通じた連携サービスを提供する提携企業の間で取得時の利用目的の範囲内で個

人データを共同利用する場合を追加するほか、共同利用の際に本人通知等をすべき情報のうち、これまで変更することがで

きなかった情報（共同して利用される個人データの項目及び共同利用者の範囲）について、共同利用を行う事業者の名称の

みの変更で当該事業者の事業内容に変更がない場合、共同利用を行う事業者について事業の承継が行われた場合や本人

の同意を得た場合には、変更することができるよう、記述を修正

４ 「パーソナル情報研究会」で検討を行った各課題への対応

◎ 不正の手段により個人情報を取得している事例を追加
① 法第２３条に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわら

ず、個人情報を取得する場合

② 不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得す

る場合

５ その他
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※ 個人情報保護法関連資料については、

以下をご参照ください。

（消費者庁）
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/index.html

（経済産業省）
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/privacy.htm

保護法、ガイドラインのほか、民間事業者の優良取組実践事例、社内啓発ビデオ等を

掲載しております。


